
№ 事業名 事業概要 所管局

22 認証保育所の設置促進 ・A型 １７８カ所・A型 １８４カ所 福祉保健局

・B型 ９４カ所・B型 ７２カ所

23 ・固定資産税 １８ヶ所・固定資産税 ２１ヶ所 主税局
 ２ヶ所  １ヶ所

24 １,１５４ヶ所 １，１４７ヶ所 福祉保健局

25 延長保育 福祉保健局

26 病後児保育 ４６ヵ所（うち派遣型１ヵ所） 福祉保健局

27 休日保育 福祉保健局

28 私立幼稚園預かり保育の推進 生活文化局

29 ・ ２,２６１人・ ２，３９４人 福祉保健局

・ １,４３１人・ １，４４１人
30 認可外保育施設保育従事者研修会の実施 ・ １，７００人・ １，９３５人 福祉保健局

31 心の東京革命の推進 ・ ・ 生活文化局

1,600人 ８２人
・ ・

32 子ども家庭在宅サービス 福祉保健局区市町村が行うショートステイ事業、トワイライトステイ事
業、一時保育事業及び産後支援ヘルパー事業に対し、その経
費の一部を補助する。

ショートステイ、トワイライトステイ等、一
時保育（訪問型含む。）、産後支援ヘルパー

ショートステイ、トワイライトステイ等、一
時保育（訪問型含む。）、産後支援ヘルパー

計１６２,２１２日 計２０１,５７６日

１０６ヵ所（母親学級･幼稚園等） １５０ヵ所（母親学級･幼稚園等）

地域アドバイザー 地域アドバイザー

次代を担う子どもたちを健やかに育てるため、関係団体や都
民と連携して、子育てに悩む親への気軽な相談相手となる
「心の東京革命アドバイザー」を各地域で養成する。
また、このアドバイザーを子育て支援施設や母親学級に派遣
し、妊娠時、乳幼児期及び思春期の三期について、子どもを
もつ親を対象にした子育て講座（「心の東京塾」）等を実施
する。

アドバイザーの育成・活用 アドバイザーの育成・活用

認可外保育施設の職員に対し、業務に必要な知識を付与し、
技能を修得させることにより、その資質の向上を図り、子ど
もの福祉を推進する。

研修対象者数 研修対象者数

イ．地域での子育て支援

心の東京塾（子育て講座） 心の東京塾（子育て講座）

保育室・家庭福祉員の活用 区市町村が実施する保育室運営事業及び家庭福祉員事業の補
助を行う。

保育室 保育室
家庭福祉員 家庭福祉員

日曜・祝祭日等の休日に保護者の勤務等による保育の需要に
対応するため、休日の保育を行う事業に対し、補助を行う。

１９ヵ所 １９ヵ所

私立幼稚園が、教育課程に係る教育時間を超えて園児を預か
る場合に、その経費の一部を補助する。

５６３園 ５７７園

就労形態の多様化等により、高まっている要望に応えるため
に延長保育事業の充実を図る。

１，０９４ヵ所 １，０９８ヵ所

保育所に通所中の児童等が病気の回復期にあり、集団保育の
困難な時期に、その児童の一時預かりを行う。

４８ヵ所

・不動産取得税

保育所待機児童（０歳児，１歳児）の解消 増大している０，１歳児の保育所入所待機を早期に解消する
ため、０，１歳児の受入枠の拡大を図る。

零歳児保育特別対策 零歳児保育特別対策

大都市の特性を踏まえ、都独自の基準により都が認証する認
証保育所の設置を促進する。主に駅前に設置されるA型と、
保育室からの移行を中心とし、小規模で家庭的な保育を行う
B型がある。

認証保育所に関する不動産取得税、固定資産税等の減免 認証保育所の設置を税制面から支援するために、不動産取得
税及び区部の固定資産税・都市計画税を減免する。 ・不動産取得税

①　子育てに対する支援

ア．保育サービスの充実

 (３) 家庭との両立支援

平成16年度計画 平成16年度実績

１．あらゆる分野への参画の促進
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№ 事業名 事業概要 所管局平成16年度計画 平成16年度実績

33 子ども家庭支援センター事業 福祉保健局

34 子育てひろば機能の整備 福祉保健局

35 学童クラブ事業の充実 福祉保健局

36 児童相談所の運営 福祉保健局

37 ・ ・
産業労働局

１回 １回

２回 ２回

１，０００部 １，０００部

・ ・

４３ヶ所 ４０ヶ所

38 ・ ６区市 教育庁
・ 年４回
・ 年１回

39 父親の家庭教育参画促進事業 教育庁

40 児童虐待への取組の推進 生活文化局

福祉保健局

２０市町村 １７市町村 福祉保健局

教育庁

警視庁

133
新規
児童虐待防止区市町村ネットワークの整備(H15年度新規掲載事
業)

福祉保健局

通常業務を通して実施 通常業務を通して実施

　地域における児童虐待の防止と早期発見に努めるため、地域の関係機関
から構成する児童虐待防止協議会を設置し、区市町村における児童虐待防
止ネットワークの構築を図る。

24区市町村 17区市町村

育児等健康支援事業（乳幼児
健診における育児支援強化事
業）

育児等健康支援事業（乳幼児健
診における育児支援強化事業）

健全育成の観点からの連携 健全育成の観点からの連携

関係機関が連携して、児童虐待の早期発見、迅速かつ的確な
対応を図る。

家庭内等における暴力問題対策連絡会議を通
して実施(再掲No.65参照）

家庭内等における暴力問題対策連絡会議を通
して実施(再掲No.65参照）

児童相談所の運営(再掲No.36参照） 児童相談所の運営(再掲No.36参照）

地域経験交流集会
企業等の協力を得て、広く都民にPRし、父親の家庭教育への
参画を促す事業を実施する。

年　３回 　16年度事業終了

設立区市町への助言 設立区市町への助言

子育てパートナー事業の実施 地域の子育て経験者等が子育てに不安や悩みを抱える親や家
庭を支援する仕組みをつくる。

モデル実施 16年度事業終了
子育て支援連絡協議会

相互援助事業 相互援助事業

設立区市町への助成 設立区市町への助成

ファミリー･サポート･センター事業の推進 育児の手助けをしたい人（提供会員）と手助けを受けたい人
（依頼会員）が、地域において育児に関する相互援助活動を
行うことを支援する会員組織｢ファミリー・サポート・セン
ター」の設立を区市町村に働きかける。設立した区市町村に
対して補助する。

設置促進事業 設置促進事業

設置促進会議の開催 設置促進会議の開催

アドバイザー研修会の開催 アドバイザー研修会の開催

普及啓発資料の発行 普及啓発資料の発行

保護者が労働等により昼間家庭にいない都内小学校に就学し
ているおおむね10歳未満の児童に対し、授業終了後に児童厚
生施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その
健全な育成を図る事業を行う区市町村に一定の補助を行う。

４８３クラブ ４８６クラブ

18歳未満の子どもに関する相談対応や緊急時の一時保護及び
保護者に対する指導等を行う。

１１ヵ所 １１ヵ所

従来型43ヶ所

区市町村が、地域での子育て家庭の支援を行うため、身近な
場所（保育所・児童館等）で「親子のつどいの場」を提供
し、子育て相談や子育てサークルの支援等を行う事業を実施
する場合に一定の補助を行う。

A型440ヵ所
B型27ヶ所
C型7ヶ所

A型347ヵ所
B型24ヶ所
C型2ヶ所

子どもと家庭に関する総合相談、子ども家庭在宅サービスの
提供・調整、援助計画の作成・実施、地域組織化等を行う子
ども家庭支援センター事業を実施する区市町村へ一定の補助
を行う。
15年度より、児童相談所と連携した見守りサポート事業、虐
待防止支援訪問事業等を行う先駆型子ども家庭支援センター
を創設。

先駆型8ヵ所 従来型45ヶ所 先駆型8ヵ所

5  （１章）参画の促進-(3)



№ 事業名 事業概要 所管局平成16年度計画 平成16年度実績

41 ひとり親家庭総合支援事業の実施 福祉保健局

42 ひとり親家庭等電話相談事業の実施 福祉保健局

43 母子自立支援員の配置 福祉保健局

44 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業の実施 福祉保健局

45 母子福祉資金の貸付 福祉保健局

46 公共職業訓練手当の支給 産業労働局

47 ・ ひとり親家庭に対する都営住宅の入居を拡大するため
に、ポイント方式による選考等を行う。

・ ・ 都市整備局

・ 母子生活支援施設転出者に対する都営住宅の入居の拡大 ・ ・

・ 母子アパートの受付・入居 ・ ・

48 育児・介護休業者生活資金の融資 ・ ・ 産業労働局

49 企業向けの普及啓発 ・ ・ 産業労働局
４，０００部 ４，０００部

・ 年２８回・ 年２８回
50 家庭向けの情報提供 生活文化局

51 ・ ・ 福祉保健局

・ ・

52 ・ 福祉のまちづくり地域支援事業(H16事業終了） ・ ・ 福祉保健局
・ 福祉のまちづくり「特区」モデル事業(H16新規事業） ・ ・
・ だれにも乗り降りしやすいバス整備事業 ・ ・
・ リフト付タクシー等整備事業(H16事業終了） ・ ・
・ 鉄道駅エレベーター等整備事業 ・ ・
・ 鉄道駅エレベーター等整備事業 ・ 供用開始

4駅5基
・ 6駅7基

交通局

・ 供用開始
5駅10基

・ ノンステップバスの導入 ・ 150両 ・ 130両

・ 鉄道駅へのだれでもトイレ設置 ・ 8駅・ 7駅7台だれでもトイレ
（ベビーシートを
　　併せて設置）

ベビーシートの設置

エレベーター
(年度末累計 70駅141基）
 

エレベーター

 エスカレーター
(年度末累計103駅749基）

ノンステップバス
（年度末累計736両）

福祉対応型車両

８０両 ３２両
２７駅 ２０駅

福祉のまちづくり事業の実施 ８自治体 ７自治体
２自治体 ４自治体
３１３両 ２９２両

福祉のまちづくりの普及･推進 「東京都福祉のまちづくり推進協議会」を設置し、福祉のま
ちづくりの推進に関する基本的事項を調査審議する。また、
東京都福祉のまちづくり事業者団体等連絡協議会や東京都福
祉のまちづくり区市町村連絡会議を開催し、情報交換や意見
調整を行う。

福祉のまちづくり推進協議会等の開催 福祉のまちづくり推進協議会等の開催

福祉のまちづくり条例に基づく届出等及び
適合証交付に関する事務

福祉のまちづくり条例に基づく届出等及び適
合証交付に関する事務

家庭との両立支援を進めるために、育児休業制度などの情報
を提供する。

インターネットによる情報提供(No.110参照） 主催事業の広報の一環として各種情報提供
(No.110参照）

オ．行動しやすいまちづくり

職業生活と地域・家庭生活の両立が図れるよう、育児介護休
業法等の周知や労働時間短縮に向けて、企業を啓発する。

教育啓発パンフレットの発行 教育啓発パンフレットの発行

使用者実務セミナーの開催 使用者実務セミナーの開催

年６回受付 年６回受付

エ．育児休業等の支援及び情報提供
中小企業に働く従業員で、育児又は介護休業を取得する人に
都内信用組合及び中央労働金庫を通じて、生活資金を融資す
る。

融資目標額 １，０００万円 融資目標額 １，０００万円

総定員３３３名

ひとり親家庭に対する都営住宅の入居機会の拡大 年２回募集 年２回募集

年２回割り当て　８０戸程度（年間） 年２回割り当て　８０戸程度（年間）

公共職業訓練を受講する母子家庭の母等に対し、受講期間中
訓練手当を支給する。

職業訓練手当の支給 総定員３８２名 職業訓練手当の支給

日常生活を営むのに著しく支障があるひとり親家庭に対して
一定期間ホームヘルパーを派遣し、日常生活の世話等必要な
サービスを行う市町村の事業に対して補助する。

１５７,９６０時間 １３３，２９６時間

配偶者のいない女子で現に児童を扶養しているものに対し、
各種資金の貸付けを行う。

８，５８３件 ８，２６２件

日々就労や家事等に追われているひとり親家庭等に対し、利
用しやすい日・祝日に電話相談を行う。

６４日 ６５日

母子家庭及び寡婦に対する相談と、その自立に必要な援助、
職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行う。

２７名（市、西多摩福祉事務所） ２７名（市、西多摩福祉事務所）

ウ．ひとり親家庭への支援等
ひとり親家庭に対して、区市町村が実施する各種メニュー事
業への補助を行う。

２０区市町村 １３区市町村
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№ 事業名 事業概要 所管局平成16年度計画 平成16年度実績

53 在宅介護サービス ・ 訪問介護(ホームヘルプサービス） 福祉保健局
家庭での入浴、排せつ、食事の介護や身の回りの世話を
ホームヘルパーが援助する。

・ 訪問入浴介護
巡回入浴車が家庭を訪問して入浴の介護を行う。

・ 訪問看護
看護職員等が、寝たきり等の要介護者の家庭を訪問し、
看護を行う。

・ 訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士が、心身の機能を維持回復さ
せ、日常生活の自立を助けるための訓練をする。

・ 通所介護（デイサービス）・通所リハビリテーション
（デイケア）
可能な限り居宅で、自立した日常生活を営めるよう、在
宅サービスセンター等、または、医療機関へ通所し、社
会孤立感の解消、心身機能の維持、家庭の身体的・精神
的負担の軽減を図る。

・ 短期入所生活保護・短期入所療養介護（ショートステイ)
本人の心身の状況や、介護している家庭の状況により、一時的
に在宅での生活に支障のある要介護者等が、老人短期入所施設
や特別養護老人ホーム等または医療機関等に短期間入所し、入
浴・排せつ・食事等の介護や機能訓練を受ける。

54 ・新規 ９５ユニット・新規 ３３ユニット 福祉保健局

・継続 ７ユニット・継続 １９ユニット

55 介護施設の整備 ・新規 ２０ヵ所・新規 ７ヵ所 福祉保健局

(特別養護老人ホーム) ・継続 １６ヵ所・継続 １５ヵ所

56 介護施設の整備 ・新規 ７ヵ所・新規 ６ヵ所 福祉保健局

(老人保健施設) ・継続  １４ヵ所・継続  １４ヵ所

57 介護施設の整備 ・ ・

(介護療養型医療施設) ７４８床 １６１床
３７４床 １３３床設備整備

介護療養型医療施設整備事業
福祉保健局

施設整備 施設整備

区市町村及び社会福祉法人が、特別養護老人ホームを整備す
る事業に要する費用の一部を補助する。

区市町村等が、介護老人保健施設を整備する事業に要する費
用の一部を補助する。

介護保険制度における施設サービスの基礎となる療養病床
（介護保険適用）の整備促進を図る。

介護療養型医療施設整備事業

設備整備

１,５３４,４３８日/年 １,４６６,９４５日/年

認知症高齢グループホーム 認知症高齢者が、小規模で家庭的な共同生活住居において、
専門スタッフによる支援を受けながら自立した生活を送るこ
とで、認知症の進行を穏やかにし、生活の質の向上を図る。

＊第2期東京都
介護保険事業
支援計画にお
けるサービス
目標量

２４，３０８，４５４回/年

８０,７７６回/年 ７３,０６５回/年

＊第2期東京都
介護保険事業
支援計画にお
けるサービス
目標量８１５，３２３回/年 ６５９，９４３回/年

１，９００，１９４回/年 １，６０８，８０９回/年

２３，８２７，７５６回/年

通所介護
６,１５１,４１５回/年
通所リハビリテーション
１,５６２,３４９回/年

通所介護
５,５００,０１８回/年
通所リハビリテーション
１,２８５,１４９回/年

②　介護・高齢者に対する支援

ア．介護への支援
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№ 事業名 事業概要 所管局平成16年度計画 平成16年度実績

58 ・ しごとセンター事業の実施 産業労働局

しごとセンター(１６年７月開設）において、働く意欲を
もつ高齢者に対する就業相談や高齢者を活用する事業主
に対する相談、施設の提供など、雇用・就業に係る総合
的なサービスを提供する。

・ シルバー人材センターに対する助成

シルバー人材センターの運営に必要な経費を区市町村に
対して補助する。

59 産業労働局

身近な地域で、高齢者を対象にした就業相談や就業情報
の提供、あっせんを行う拠点を区市町村と共同して整備
する。

60 ・ ・ 福祉保健局

・ ・

・ ・ 10,883件

・ ・ 500件
61 シルバーピアの整備

都市整備局

62 高齢者向け住宅の提供 ・ 高齢者向け優良賃貸住宅の供給助成　高齢者が安全・安
心に住める賃貸住宅として認定したものについて建設費
や家賃減額への補助を行う。

都市整備局

・ 単身者向け都営住宅の公募　住宅に困窮している高齢単
身者に対して、居住の場としての都営住宅を供給する。

1,000戸程度 1,000戸程度

福祉のまちづくりの普及･推進 (再掲No.51、No.52参照) (再掲No.51、No.52参照) (再掲No.51、No.52参照) 福祉保健局

福祉のまちづくり事業の実施 (再掲No.52参照) (再掲No.52参照) (再掲No.52参照) 交通局

※　№133は平成15年度以降の新規掲載事業であり、各々の体系の中に掲載した。

№133：1-(3)-①ｰｲ　「児童虐待防止区市町村ネットワークの整備」（福祉保健局）

ウ．行動しやすいまちづくり

２５０戸（認定予定） ８７戸

募集戸数 募集戸数

一人暮らしの高齢者等が地域の中で生活を続けられるよう、
高齢者向けに配慮した集合住宅に安否確認や緊急時対応等を
行うワーデン（管理人）又はLSA(生活援助員）を配置し、連
携する在宅介護支援センター等からサービスを受けられるシ
ルバーピアを供給する。

９,５５１戸（累計） ９,５８４戸（累計） 福祉保健局

３００戸（都営住宅の建設等） ５７戸（都営住宅の建設等）

緊急通報受信件数 消防庁

火災安全システム受信件数 火災安全システム受信件数

緊急通報システム

緊急通報システム 新規２，８６６世帯
火災安全システム 新規　２７１世帯 火災安全システム 新規　８１５世帯

緊急通報ｼｽﾃﾑ及び火災安全ｼｽﾃﾑの整備支援 在宅高齢者の生活の安全を確保するために、病弱な一人暮ら
し等の高齢者家庭への緊急通報システム、及び高齢者のみ世
帯等への火災安全システムの普及促進を図る。

緊急通報システム 新規２,００５世帯

シルバー人材センター事業の推進

５８区市町村 ５８区市町村

はつらつ高齢者就業機会創出支援事業 ・アクティブシニア就業支援センターに対する助成等 ２４区市に補助 １２区市に補助

イ．高齢者の自立支援
しごとセンター事業の推進
（平成16年度新規掲載事業）

(再掲No.134参照) (再掲No.134参照)

・東京都しごとセンターにおける高齢者の
  雇用就業支援
・高年齢者就業相談所　７所

・東京都しごとセンターにおける高齢者の
  雇用就業支援
・高年齢者就業相談所　７所
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